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目次 頁
意見をいた
だいた方法

河川整備計画（案）での記載事項
いただいたご意見に対する考え方いただいたご意見項目

48
ふれあい懇
談会

治水 赤川の今後の改修計画はどうか。 ・赤川は、三重県が管理する河川となっています。
第3章
第1節
第1項

3-2

49
ふれあい懇
談会

治水
農地野菜を作っているが、毎年田畑に水が入るので、入らないようにお
願いする。

・無堤部(霞堤)については、支川赤川や流末排水路などが雲出川へ合流しており、整備計画期間内における雲出川の整
備進捗状況、流域における内水の発生状況及び流域の土地利用、流入支川・排水路の整備などを含め総合的に勘案
し、流域全体での総合治水対策として必要な内水対策を検討し、必要に応じ対応します。

第3章
第1節
第1項

3-2

50
ふれあい懇
談会

治水
波瀬川堤防上げてもらい、須賀瀬小橋までは土砂をとってもらったが、
雲出川合流付近の波瀬川左岸の土砂は撤去しないのか。

・目標洪水発生時に家屋浸水被害を防止するために必要な河道断面積が確保されていない箇所には、水位低下対策と
して河道掘削や洪水流下の支障となる河道内樹木の伐開を実施する予定としております。

第3章
第1節
第1項

3-3

51
ふれあい懇
談会

治水
利水

頭首工の改修や統合をしてほしい。

・現在、中村川の黒田頭首工については取水口を笠松頭首工へ合口する計画として土地改良区と整備内容について調
整を図っています。
・目標洪水発生時に家屋への浸水被害を解消するため、著しく治水上の支障となる橋梁や堰については、治水効果や上
下流のバランス、水利用の合理化を総合的に勘案しつつ、縦断的連続性の確保を図るため、施設管理者と連携・調整し
必要に応じて改築・補強等の対策を行います。
・河川環境の保全、改善に資するため、河川流量の監視を行うとともに、水利権の更新時における適正な見直し等、水利
秩序に配慮しつつ、関係機関と調整・協議し、取水施設の統合を含めた水利用の合理化を推進します。

第3章
第1節
第1項

第3章
第2節
第2項

3-4

3-8

52
ふれあい懇
談会

利水
香良洲頭首工で塩水被害が生じ、今後も危惧されるので、上流から水を
引いてほしい。

・香良洲頭首工につきましては、農業用水の施設として、津市が管理しています。ご意見は、津市にお伝えさせて頂きまし
た。

－

53
ふれあい懇
談会

利水
冬場は水が流れないため、生活排水による臭いがひどいので、冬場も
水を流してほしい。

・河川環境の保全、改善に資するため、河川流量の監視を行うとともに、水利権の更新時における適正な見直し等、水利
秩序に配慮しつつ、関係機関と調整・連携して、既存施設の有効活用の検討を行うことにより、流水の正常な機能を維持
するために必要な流量の一部を回復するように努めます。

第3章
第2節
第2項

3-8

54
ふれあい懇
談会

利水 三郷井堰で取水開始終了によって井戸水が枯れます。
・三郷井頭首工につきましては、農業用水の施設として、松阪市が管理しています。ご意見は、松阪市にお伝えさせて頂
きました。

－

55
ふれあい懇
談会

利水 農水省との連携による計画はあるのか。
・目標洪水発生時に家屋への浸水被害を解消するため、著しく治水上の支障となる橋梁や堰については、治水効果や上
下流のバランス、水利用の合理化を総合的に勘案しつつ、縦断的連続性の確保を図るため、施設管理者と連携・調整し
必要に応じて改築・補強等の対策を行います。

第3章
第1節
第1項

3-4

56
ふれあい懇
談会

環境 河口干潟を残してほしい。
・河口部特有の生物の生息・生育・繁殖環境である干潟及び塩性湿地について、現状と同程度の規模での保全に努めま
す。

第3章
第1節
第3項

3-9

57
ふれあい懇
談会

環境 魚の住みやすい川にしてほしい。

・動植物の生息・生育地の保全・再生については、河口部特有の生物の生息・生育・繁殖環境である干潟及び塩性湿
地、下流部及び支川において、アユ等の産卵場となる瀬、河川に特徴的な砂礫河原及び魚付林として機能する水際の樹
林を、現状と同程度の規模での保全に努めます。
・本川・支川の取水堰などに既に設置されている魚道についてはその機能を確認するとともに、支川の魚道が設置されて
いない取水堰等については、必要に応じて関係機関と協議の上、魚道整備により縦断的な連続性の回復、維持に努めま
す。

第3章
第1節
第3項

3-9

58
ふれあい懇
談会

環境 魚が産卵する場所が無くなった。

・動植物の生息・生育地の保全・再生については、河口部特有の生物の生息・生育・繁殖環境である干潟及び塩性湿
地、さらにサギ類の繁殖地として機能する河畔林、下流部及び支川において、アユ等の産卵場となる瀬、ギンイチモンジ
セセリが生息する高茎草本地、河川に特徴的な砂礫河原及び魚付林として機能する水際の樹林を、現状と同程度の規
模での保全に努めます。
・また、水位低下対策の実施にあたっては、動植物の生息・生育環境等に配慮するものとし、必要に応じて代替措置など
により環境への影響の低減に努めます。また、実施後には洪水時の河床や高水敷の状況、洪水前後での植生の繁茂状
況や動植物の生息状況等をモニタリングし、必要な措置を講じます。

第3章
第1節
第3項

第3章
第1節
第1項
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